
指 名 停 止 情 報

令和8年1月22日 現在

所在地 指名停止業者名 所在地 指名停止理由 備考

県内 有限会社丸昌組 三重県亀山市川合町８８ 令 和 8 年 1 月 13 日 ～ 令 和 8 年 2 月 12 日 不正又は不誠実な行為

県外 日本交通技術株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区椿町１４番１３号　ウエストポイント１４１３ 令 和 8 年 1 月 22 日 ～ 令 和 8 年 7 月 21 日 独占禁止法違反行為

県外 ジェイアール東海コンサルタンツ株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅五丁目３３番１０号 令 和 8 年 1 月 22 日 ～ 令 和 8 年 4 月 21 日 独占禁止法違反行為

県内 大日コンサルタント株式会社　三重事務所 三重県四日市市鵜の森１－３－１４ 令 和 8 年 1 月 22 日 ～ 令 和 8 年 4 月 21 日 独占禁止法違反行為

県外 株式会社トーニチコンサルタント　中部支社 愛知県名古屋市中区葵１丁目２０番２２号 令 和 8 年 1 月 22 日 ～ 令 和 8 年 4 月 21 日 独占禁止法違反行為

県内 丸栄調査設計株式会社 三重県松阪市大口町１０２番地２ 令 和 8 年 1 月 22 日 ～ 令 和 8 年 7 月 21 日 独占禁止法違反行為
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